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■　審議会　＞　

所掌事項
(1) 地域主導型再生可能エネルギー事業の認定に関する事項について

宮古市再生可能エネルギー推進条例（令和５年宮古市条例第３号）

設置根拠

宮古市再生可能エネルギー推進審議会

　て調査審議すること。

(2) 市の再生可能エネルギーの導入に関する施策についての重要事項

　を調査審議すること。
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